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介護保険で提供されるサービスの中に、福祉用具貸与があります。 

その一つである「電動車椅子」を紹介します。 
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福祉用具を活用！電動車椅子で外出！ 

買物は得意な方だ。あとは近所の散歩に行くことがある。 

歩けないからその分助かっている。外の空気を吸って 

（近所を）ぐるっと回ってくるだけでも気分がいい。 

 

 

今回、紹介した電動車椅子を含め、様々な福祉用具があります。 

その方のお身体の状態や使用する目的、環境に合わせたものを選ぶことが大切です。 

 

・車輪を電動モーターで駆動する車椅子のこと。 

・座位保持が安定していることが必要。移乗方法や使用場所を考慮して選定。 

・貸与できる対象者は原則、要介護 2～5の方 

（※要支援・要介護 1でも利用可能となる場合あり） 

・電動車椅子は、道路交通法上、歩行者と同じ扱いになります。 

（歩道を通行、横断歩道を渡る。歩道のない道路では右側通行。） 

 

＜デメリット＞ 

・重量があり持ち運びが大変 

・自力で歩く機会が減り 

体力の低下につながる可能性あり 

80歳代男性。自宅内は四つ這いで移動、屋外は電動車椅子を利用し、買物へ出かけている。 

福祉用具の利用により、自身で出来ることが増え、 

家庭での役割につながる可能性があります！ 

実際に利用している方の声 

＜メリット＞ 

・握力や腕力が弱くても使用できる 

・自力で長距離を歩かなくても 

離れた場所に出かけることができる 

 

電動車椅子とは? 

 

 

・アクセルレバー

を握って走行 

・ハンドルで操縦 

ハンドル型 

 

発進や方向転換を

片手で操作 

ジョイスティック型 

 

※他の種類も

あります♪ 

アクセルレバー 
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